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生駒市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市病院事業の設置等に関する条例（平成２１年６月生駒市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第３項第２号及び第３号を次のように改める。 

(2) 消化器内科 

(3) 循環器内科 

第１７条第４項を次のように改める。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから、議会の同意を得て市長が委嘱し、又は任

命する。 

(1) 奈良県医師会の代表者、生駒地区医師会の代表者、生駒市医師会の代表

者その他医療に関し識見を有する者 

(2) 市民 

(3) 議会の議員 

(4) 関係行政機関の職員 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という｡)の前日において改正前の生駒

市病院事業の設置等に関する条例第１７条第４項に規定する委員（以下「旧委

員」という｡)である者は、施行日に改正後の生駒市病院事業の設置等に関する

条例（以下「新条例」という｡)第１７条第４項の規定により委員に委嘱され、

又は任命されたものとみなす。 

３ 前項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期

は、新条例第１７条第５項の規定にかかわらず、旧委員としての残任期間と同



 

 2

一の期間とする。 

４ 施行日から前項に規定する期間の末日までの間において新条例第１７条第４

項の規定により委嘱され、又は任命された委員の任期は、同条第５項の規定に

かかわらず、同日までとする。 

 

 



  生
駒

市
病

院
事

業
生

駒
市

病
院

事
業

生
駒

市
病

院
事

業
生

駒
市

病
院

事
業

の ののの
設

置
等

設
置

等
設

置
等

設
置

等
に ににに

関 関関関
す

る
す

る
す

る
す

る
条

例
新

旧
対

照
表

条
例

新
旧

対
照

表
条

例
新

旧
対

照
表

条
例

新
旧

対
照

表
    

現
行

 
改

正
案

 

(
経

営
の

基
本

)
 

(
経

営
の

基
本

)
 

第
3
条

 
略

 
第

3
条

 
略

 

2
 

略
 

2
 

略
 

3
 

病
院

の
診

療
科

目
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
3
 

病
院

の
診

療
科

目
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 

内
科

 
(
1
)
 

内
科

 

(
2
)
 

消
化

器
科

 
(
2
)
 

消
化

器
内

科
 

(
3
)
 

循
環

器
科

 
(
3
)
 

循
環

器
内

科
 

(
4
)
 

小
児

科
 

(
4
)
 

小
児

科
 

(
5
)
 

外
科

 
(
5
)
 

外
科

 

(
6
)
 

整
形

外
科

 
(
6
)
 

整
形

外
科

 

(
7
)
 

脳
神

経
外

科
 

(
7
)
 

脳
神

経
外

科
 

(
8
)
 

産
婦

人
科

 
(
8
)
 

産
婦

人
科

 

(
9
)
 

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
科

 
(
9
)
 

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
科

 

(
1
0
)
 

放
射

線
科

 
(
1
0
)
 

放
射

線
科

 

4
 

略
 

4
 

略
 

 
 

(
病

院
事

業
推

進
委

員
会

)
 

(
病

院
事

業
推

進
委

員
会

)
 

第
1
7
条

 
略

 
第

1
7
条

 
略

 

2
・

3
 

略
 

2
・

3
 

略
 

4
 

委
員

は
、

議
会

の
同

意
を

得
て

市
長

が
委

嘱
し

、
又

は
任

命
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
委

員
に

は
、

奈
良

県
医

師
会

、
生

駒
地

区
医

師
会

及
び

生
駒

市
医

師

会
を

そ
れ

ぞ
れ

代
表

す
る

者
を

含
む

医
療

関
係

団
体

を
代

表
す

る
者

、
市

民
を

代

表
す

る
者

、
市

議
会

を
代

表
す

る
者

及
び

関
係

行
政

機
関

の
職

員
が

含
ま

れ
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

4
 

委
員

は
、

次
に

掲
げ

る
者

の
う

ち
か

ら
、

議
会

の
同

意
を

得
て

市
長

が
委

嘱

し
、

又
は

任
命

す
る

。
 

 
(
1
)
 

奈
良

県
医

師
会

の
代

表
者

、
生

駒
地

区
医

師
会

の
代

表
者

、
生

駒
市

医
師

会
の

代
表

者
そ

の
他

医
療

に
関

し
識

見
を

有
す

る
者

 

 
(
2
)
 

市
民

 

 
(
3
)
 

議
会

の
議

員
 

 
(
4
)
 

関
係

行
政

機
関

の
職

員
 

5
～

7
 

略
 

5
～

7
 

略
 



   


